
平
成
十
八
年
六
月
一
日

参
議
院
内
閣
委
員
会

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
法
が
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
契
約
時
に
お
け
る
依
頼
者

へ
の
重
要
事
項
の
説
明
等
に
係
る
規
定
の
周
知
徹
底
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
適
切
な
監
督
な
ど
を
通
じ
て
、
調
査

の
依
頼
者
及
び
調
査
対
象
者
の
権
利
利
益
の
保
護
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
、
本
法
に
基
づ
く
内
閣
府
令
、
解
釈
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
立
法
の
趣
旨
及
び
そ
の
制
定
過
程
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
探

偵
業
者
、
依
頼
者
等
を
始
め
と
し
た
関
係
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
内
容
を
速
や
か
に
公
表
し
、
周
知
徹
底
を

図
る
こ
と
。

三
、
出
版
社
が
報
道
の
用
に
供
す
る
目
的
で
依
頼
を
行
っ
た
探
偵
業
務
及
び
作
家
、
著
述
家
、
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
メ
デ
ィ
ア
等
に
よ
る
取
材
活
動
等
に
つ
い
て
は
、
探
偵
業
法
の
適
用
除
外
と
な
る
こ
と
を
周
知
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
出
版
活
動
、
著
述
活
動
、
芸
術
表
現
等
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
言
論
、
出
版
、
報
道
等
の
表
現

の
自
由
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。



、

、

、

四

学
術
調
査
活
動
の
よ
う
に
調
査
結
果
に
何
ら
か
の
分
析
評
価
を
加
え
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
も
の
や

弁
護
士
活
動

税
理
士
活
動
の
よ
う
に
特
定
人
の
所
在
又
は
行
動
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
に
つ
い
て
依
頼
を
受
け
て
い
る

と
は
い
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
探
偵
業
法
の
適
用
除
外
と
な
る
こ
と
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
活
動
に
制

約
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

五
、
本
法
の
施
行
に
伴
い
、
探
偵
業
の
業
務
の
実
態
を
把
握
し
、
定
期
的
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
態
把
握
の
結
果
及

び
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
寄
せ
ら
れ
る
苦
情
相
談
等
を
踏
ま
え
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


